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資　 編　計画策定の経緯と

用語の説明
１　忠岡町次世代育成支援後期行動計画策定の経緯
　■忠岡町次世代育成支援後期行動計画策定の経緯
	年月日
	事　　項
	内　　容

	平成21年

５月１日～５月13日
	忠岡町次世代育成支援に関するニーズ調査実施
	就学前児童調査：824件配布、559件回収、
回収率67.8％

小学校児童調査：1,196件配布、745件回収、
　　　　　　　　回収率62.3％

	９月２日
	第１回忠岡町次世代育成
支援行動計画策定委員会
	１．委嘱状の交付
２．町長挨拶
３．委員の紹介

４．事務局の紹介

５．忠岡町次世代育成支援行動計画策定委員会設置目的及び要綱について
＜案件＞

１．委員長及び副委員長の選任にいて

２．忠岡町次世代育成支援に関するニーズ調査結果について
３．前期行動計画の進捗状況について

４．その他

	11～12月
	次世代育成支援に関する施策・事業調査
	次世代育成支援に関する施策・事業について、関係各課に対する調査

	平成22年

１月20日
	第２回忠岡町次世代育成
支援行動計画策定委員会
	＜案件＞

１．忠岡町次世代育成支援後期行動計画（素案）について

２．次世代育成支援関連の法律及び国の計画等

について

３．その他

	１月27日～
2月15日
	パブリックコメントの募集
	「忠岡町次世代育成支援後期行動計画（素案）」について、広く住民の意見を募集するため、意見募集について広報「ただおか」でお知らせするとともに、ホームページへの掲載、情報閲覧コーナー及びすこやか推進課窓口等に置いて閲覧できるようにしました。

	３月29日
	第３回忠岡町次世代育成
支援行動計画策定委員会
	＜案件＞

１．パブリックコメントの結果について

２．忠岡町次世代育成支援後期行動計画（案）
について

３．その他


忠岡町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
　（設置）
第１条　次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）の基本理念に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を実現するため、忠岡町次世代育成支援行動計画（以下「行動計画」という。）策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
　（所掌事務）

第２条　委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。

　(1) 行動計画の策定に関すること。

　(2) その他目的達成に必要な事項に関すること。
　（組織）
第３条　委員会の委員は、２０名以内で組織する。

２　委員は、別表第１に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。

３　委員の任期は、委嘱した日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

　（委員長及び副委員長）

第４条　委員会は、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

２　委員長は、委員会の会務を総括する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

　（会議）

第５条　委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
２　委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３　委員長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

　（事務局）

第６条　委員会の事務局は、健康福祉部すこやか推進課に置く。

　（その他）

第７条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会で協議の上、定めるものとする。

　　　附　則

　この要綱は、平成２１年８月１日から施行する。
■忠岡町次世代育成支援行動計画策定委員名簿

	氏　名
	所　属

	◎髙　見　晃　市
	東忠岡地区福祉委員長

	　藤　田　四　郎
	忠岡地区福祉委員長

	○奥　田　ヒサ子
	忠岡町民生児童委員協議会主任児童委員

	　川　﨑　貴　子
	忠岡町民生児童委員協議会主任児童委員

	　田　辺　楠　治
	忠岡町健康福祉部長

	　富　本　正　昭
	忠岡町教育委員会教育次長兼学事課長

	　南　　　泰　典
	忠岡町教育委員会理事兼社会教育課長

	　林　　　俊　樹
	忠岡町立東忠岡小学校長

	　籠　谷　昌　義
	忠岡町立忠岡小学校長

	　大　谷　栄　子
	忠岡町立東忠岡幼稚園長

	　小　森　弘　美
	忠岡町立忠岡幼稚園長

	　大　和　弘　美
	忠岡町立東忠岡保育所長

	　大　谷　香　代
	忠岡町立忠岡保育所長

	　井　手　康　之
	（福）レイクアルスター　チューリップ保育園長

	　前　川　友　明
	忠岡町立東忠岡小学校ＰＴＡ会長

	　西　口　幸　雄
	忠岡町立忠岡小学校ＰＴＡ会長

	　別　司　八寿子
	忠岡町立東忠岡幼稚園ＰＴＡ会長

	　麻　野　真　澄
	忠岡町立忠岡幼稚園ＰＴＡ会長

	　寺　田　裕　子
	忠岡町立東忠岡保育所保護者会会長

	　増　田　浩　二
	忠岡町立忠岡保育所保護者会会長


　　◎委員長　○副委員長
■忠岡町次世代育成支援行動計画策定委員会事務局
	氏　名
	所　属

	小　西　博　幸
	忠岡町健康福祉部次長兼いきがい支援課長

	　萬　野　義　則
	忠岡町健康福祉部すこやか推進課長

	小　路　浩　子
	忠岡町健康福祉部すこやか推進課保健センター係主幹

	今　口　幾　世
	忠岡町健康福祉部すこやか推進課児童係長

	　谷　野　彰　俊
	忠岡町健康福祉部すこやか推進課児童係主査



２　次世代育成支援関連の法律及び国の計画等
　　次世代育成支援関連の法律及び国の計画等について、おおむね制定あるいは策定などがなされた年次順に挙げています。

　
■エンゼルプラン（今後の子育て支援のための施策の基本的方向について）
平成６年12月に策定された、文部・厚生・労働・建設の４大臣合意による初めての国定計画。おおむね10年間を目途に、子育てに対する社会的支援の総合的かつ計画的な推進を目的としています。施策の基本的方向として５項目、重点施策として７項目を掲げています。

＜施策の基本的方向＞

　①子育てと仕事の両立支援の推進

　②家庭における子育て支援

　③子育てのための住宅及び住環境の整備

　④ゆとりのある教育の実現と健全育成の推進

　⑤子育てコストの軽減

＜重点施策＞

　①仕事と育児との両立のための雇用環境の整備
　②多様な保育サービスの充実

　③安心して子どもを生み育てることができる母子保健医療体制の充実

　④住宅及び生活環境の整備

　⑤ゆとりある学校教育の推進と学校外活動・家庭教育の充実

　⑥子育てに伴う経済的負担の軽減

　⑦子育て支援のための基盤整備

これを機に、市町村で保育・子育て支援サービスの拡充が進むとともに、市町村エンゼルプランの策定が促進されました。
　■緊急保育対策等５か年事業（当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方）
平成６年12月、大蔵・厚生・自治の３大臣合意によるもの。保育ニーズの多様化に対応し、緊急に整備すべき保育対策等の基本的枠組みについて定めたもので、保育サービスについて平成７年度から平成11年度までの５年間に推進すべき具体的な数値目標を設定。５年間で延長保育実施箇所数３倍、地域子育て支援センター設置数８倍などの成果が上げられました。
　■母子保健計画

母子保健法及び児童福祉法の一部改正に伴い、母子保健事業が平成９年４月１日から原則として市町村に移譲されることとなり、そのため、平成９年度からの市町村における母子保健事業の効果的な施策の推進に資するよう、「市町村における母子保健計画策定指針」が定められ、平成８年５月１日、厚生省児童家庭局母子保健課長通知として示されました。市町村は、この指針に基づき、妊娠、出産、育児その他健やかな子育てに関する現状を分析し、今後の望ましい方向性等について検討を加え、地域の母子の健康や生活環境の向上を図るための体制の確立に向けた母子保健計画を策定するとされました。また、平成13年８月２日には「市町村における母子保健計画の見直しについて」の通知が示され、平成15年６月18日には「母子保健計画と次世代育成支援対策推進法案に基づく市町村行動計画の関係について」の通知が示されています。
　■少子化社会対策基本法

平成15年７月、議員立法により制定、９月から施行。この法律に基づき、内閣府に少子化社会対策会議が設置されるとともに、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱の策定を政府に義務づけています。また、地方公共団体の少子化対策の策定・実施責務、事業主の雇用環境整備の努力責務も規定しています。
■少子化対策推進基本方針

平成11年12月決定。平成10年12月の「少子化への対応を考える有識者会議」の提言の趣旨を踏まえ、少子化対策推進関係閣僚会議が決定。この基本方針では、少子化の原因として、晩婚化の進行等による未婚率の上昇を挙げ、その背景には、仕事と子育ての両立の負担感の増大や子育ての負担感の増大等があるとしました。少子化対策として、次の６項目に沿って具体的に実施することとしています。

＜具体的な施策＞

①固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正

②仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備

③安心して子どもを産み、ゆとりをもって健やかに育てるための家庭や地域の環境づくり
④利用者の多様な需要に対応した保育サービスの整備
⑤子どもが夢を持ってのびのびと生活できる教育の推進
⑥子育てを支援する住宅の普及など生活環境の整備
　■新エンゼルプラン（重点的に実施すべき対策の具体的実施計画）
平成11年12月策定。少子化対策推進基本方針に基づく重点施策の具体的実施計画として、大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治の６大臣合意により策定されました。従来のエンゼルプランと緊急保育対策等５か年事業を見直したもので、平成12年度から平成16年度までの計画です。最終年度に達成すべき目標値の項目は、これまでの保育サービス関係だけではなく、雇用、母子保健・相談、教育等の事業も加え、計20項目の数値目標を設定しています。一時保育実施か所数８倍、ファミリーサポートセンター設置数５倍などの成果がありました。
■児童虐待防止法（正式には「児童虐待の防止等に関する法律」）
平成12年５月24日交付、11月20日施行。保護者の、その監護する児童（18歳未満）に対する虐待を禁止し、児童の心身の成長を促進することを目的としています。国及び地方公共団体は、児童虐待の早期発見及び児童の迅速適切な保護を行うため、関連機関等との連携を強化し、必要な体制の整備に努めるものとしています。児童虐待の定義を児童に対する①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト（放置、保護の怠慢）、④心理的虐待を加えること、としています。

■児童虐待の防止等に関する法律の改正
平成16年４月14日公布、10月１日一部を除き施行、平成17年４月１日完全施行。児童虐待の定義が、①保護者以外の同居人による虐待行為も保護者のネグレクト(養育の怠慢・放棄)の一類型として含まれること、②児童の目の前でドメスティック・バイオレンス（配偶者や恋人など身近な人から受ける暴力）が行われること等、児童への被害が間接的なものについても含まれること、と見直し拡大されました。また、児童虐待に関する通告義務も「証拠がなくても虐待を受けたと思われる子どもを見つけた場合」に対象が拡大されるとともに、国や地方公共団体の責務が、児童虐待の予防及び早期発見から児童の自立支援まで、各段階の責務が明記されました。
　■仕事と子育ての両立支援等の方針（待機児童ゼロ作戦等）

平成13年７月６日閣議決定。待機児童の減少を目指すため、保育所、保育ママ、自治体単独施策、幼稚園預かり保育等を活用し、受入児童数を平成14～16年度の３年間で15万人増を目標にした取組みを進めるもの。15万人増は達成し、待機児童数は16年度に減少に転じた。
■少子化対策プラスワン

平成14年９月厚生労働省取りまとめ。平成14年１月の「将来推計人口」において、夫婦の出生力の低下という新たな要因が把握され、少子化が一層進行する見通しとなった中で、「少子化の流れを変える」ため、平成14年５月には、総理大臣より厚生労働大臣に対して実効性のある対策について改めて検討するように指示がなされました。これを受けて、厚生労働省では「少子化社会を考える懇話会」の報告を踏まえ、「少子化対策プラスワン」を取りまとめました。「子育てと仕事の両立支援」が中心であった従前の対策に加え、「男性を含めた働き方の見直し」や「地域における子育て支援」「社会保障における次世代支援」「子どもの社会性の向上や自立の促進」など４つの柱に沿った対策を総合的かつ計画的に推進することとしています。
　■若者自立・挑戦プラン

平成15年６月10日取りまとめ。若年者の働く意欲を喚起しつつ、すべてのやる気のある若年者の職業的自立を促進し、もって若年失業者等の増加傾向を転換させることを目的に、文部・厚生労働・経済産業・経済財政政策担当の４大臣が「若者自立・挑戦戦略会議」において取りまとめられました。平成15年12月24日には、同プランの実効性・効率性を高めるため、「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」を取りまとめました。「若者の自立・挑戦のためのアクションプラン」のポイントは次の５点です。

＜ポイント＞

　①学校段階からのキャリア教育を推進し、その効果的な実施のための地域レベルにおける連携を強化する。

　②働く意欲が不十分な若年者やニートと呼ばれる無業者などに対して、働く意欲や能力　　を高める総合的な対策を推進する。

　③企業内人材育成の活性化を促進し、産業競争力の基盤である産業人材の育成・強化を図る。

　④ジョブカフェ、日本版デュアルシステム等を推進し、的確な評価に基づき事業成果の向上を図る。

　⑤若者問題について国民的な関心を喚起するとともに、国民各層が一体となった取組みを推進するため、広報・啓発活動を積極的に実施する。

また、文部科学省では、「若者自立・挑戦プラン」に基づき、①小学校段階からの勤労観、職業観の醸成、②企業実習と組み合わせた教育の実施、③いわゆるフリーターの再教育、④高度な専門能力の養成など、それぞれの立場に応じた支援策を「キャリア教育総合計画」として具体化し、将来を担う若者の人間力強化を目指したものです。
　■次世代育成支援対策推進法

平成15年７月９日成立、７月16日公布・施行。ただし、国が定める行動計画策定指針の策定は平成15年8月22日から、地方公共団体の行動計画及び事業主の行動計画の策定は平成17年4月1日から施行。なお、本法は平成27年3月31日までの時限立法。少子化の急速な進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針、地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずるとしています。
　■少子化社会対策基本法

平成15年７月30日公布、９月１日施行。少子化の進展に歯止めをかけるため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するために制定されました。施策の基本理念として以下の４点をあげています。

①　少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。

②　少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化その他の状況に十分配慮し、長期的な展望に立って講ぜられなければならない。

③　少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう配慮しなければならない。

④　社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して、講ぜられなければならない。
　■少子化社会対策大綱

平成16年６月４日閣議決定。少子化社会対策基本法に基づき、国の基本施策として閣議決定されたもので、少子化の流れを変えるために3つの視点を掲げるとともに、4つの重点課題を設定し、重点課題に取り組むための28の行動を掲げています。
＜３つの視点＞
①　自立への希望と力『若者の自立が難しくなっている状況を変えていく。』

　　②　不安と障壁の除去『子育ての不安や負担を軽減し、職場優先の風土を変えていく。』
　　③　子育ての新たな支え合いと連帯－家族のきずなと地域のきずな－『生命を次代に伝えはぐくんでいくことや家庭を築くことの大切さの理解を深めていく。』『子育て・親育て支援社会をつくり、地域や社会全体で変えていく。』

＜４つの重点課題＞
①　若者の自立とたくましい子どもの育ち

②　仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

③　生命の大切さ、家庭の役割等についての理解

④　子育ての新たな支え合いと連帯

　■子ども・子育て応援プラン（少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について）
平成16年12月24日、少子化社会対策会議において決定。「少子化社会対策大綱」に盛り込まれた施策について、その効果的な推進を図るため、重点施策の具体的実施計画として策定されました。この計画では、「少子化社会対策大綱」に盛り込まれた施策のうち、地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要があるものについて、平成21年度までの５年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、施策の実施によって子どもが健康に育つ社会、子どもを生み、育てることに喜びを感じることができる社会への転換がどのように進んでいるのかが分かるよう、概ね10年後を展望した、めざすべき社会の姿を掲げています。
　■食育基本法

平成17年６月10日成立、7月施行。この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的としています。
　■食育推進基本計画

平成18年３月31日に、食育基本法の規定に基づき設置された「食育推進会議」により決定。食育推進法第16条の２では、「食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。」としています。

①食育の推進に関する施策についての基本的な方針
②食育の推進の目標に関する事項
③国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項
④前３号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する　　　　ために必要な事項
＜基本的な方針＞

①国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
②食に関する感謝の念と理解

③食育推進運動の展開

④子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割

⑤食に関する体験活動と食育推進活動の実践

⑥伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献

⑦食品の安全性の確保等における食育の役割

＜食育の推進に当たっての目標値（平成22年度）＞
①食育に関心を持っている国民の割合の増加　70％（平成17年度）→90％以上

②朝食を欠食する国民の割合の減少　小学生４％（平成12年度）→０％

　20歳代男性30％、30歳代男性23％（平成15年度）→いずれも15％以下

③学校給食における地場産物を使用する割合の増加　21％（平成16年度、食材数ベース）→30％以上

④「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合の増加　60％以上

⑤内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を認知している国民の割合の増加

　80％以上

⑥食育の推進に関わるボランティアの数の増加　現状値の20％以上増加
⑦教育ファームの取組みがなされている市町村の割合の増加　60％以上

⑧食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合の増加　60％以上

⑨推進計画を作成・実施している都道府県及び市町村の割合　都道府県100％、市町村50％以上

また、本計画では、学校における食育を推進するために、全都道府県における栄養教諭の配置促進や、栄養教諭を中心に各学校において食に関する指導に係る全体計画を作成すること等を掲げています。さらに、学校における食育を推進していく上で重要な役割を担っている学校給食の充実のために、地場産物の活用や米飯給食の普及、定着等を掲げています。
　
■新しい少子化対策について

平成18年６月20日、少子化社会対策会議において決定。「子ども・子育て応援プラン」の着実な推進に加え、妊娠・出産から高校・大学生になるまで子どもの成長に応じた総合的な子育て支援策や働き方の改革、社会の意識改革のための国民運動等を推進するものとしています。

　■キャリア教育等推進プラン

平成19年５月、キャリア教育等推進会議により策定。キャリア教育等の推進に向けた取組みを強化・加速化するため、キャリア教育等に関する政府の関係施策を体系的にまとめた初めてのプラン。
＜基本的な視点＞

　①小学校から大学院まで各学校段階を通じた、体系的なキャリア教育等を推進

　②関係機関等が連携し、学校、企業、保護者等の共通理解と協力の下、一丸となってキャリア教育等の実践に取組む

　③進学や就職に困難を抱える青少年に対しては、教育、就労、保健、福祉等の関係機関等が連携・協力して包括的な支援を行う 

＜プランの柱＞
　①各学校段階等における組織的で系統的なキャリア教育等の推進

　②教員の資質・能力の向上等

　③企業等の協力を促す環境整備

　④学校、産業界、関係行政機関等の連携強化、必要な基盤整備

　⑤キャリア教育等に対する社会全体の理解の促進

　⑥推進体制等

　■仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章、仕事と生活の調和推進のための行動指針
平成19年12月18日決定。総理大臣官邸において開かれた「官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が、政労使による調印の上、決定されました。憲章は、国民的な取組みの大きな方向性を示すもので、いま何故仕事と生活の調和が必要か、それが実現した社会の姿、関係者が果たすべき役割をわかりやすく示しています。 

行動指針は、企業や働く者の効果的な取組み、国や地方公共団体の施策の方針を示すもので、社会全体の目標として年齢階層別就業率、年次有給休暇取得率、第１子出産前後の女性の就業継続率など、14の数値目標を設定しています。
　■「子どもと家族を応援する日本」重点戦略

平成19年12月27日、少子化社会対策会議において決定。今後の人口構造の変化を展望した場合の２つの課題、①2030年頃までにおける労働力人口の減少の緩和のため、若者、女性、高齢者等の労働市場参加を実現すること、②2030年以降に予測されるより急速な生産年齢人口及び労働力人口の減少の緩和のため、国民の希望する結婚や出産・子育てをできる限り早く実現することを達成するため、就労と出産・子育ての二者択一の構造の解消という点に戦略的な対応が必要であるとの認識から、「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」及びその社会的基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」について重点的に検討を行いとりまとめたものです。
　■新待機児童ゼロ作戦

平成20年２月27日、厚生労働省の取りまとめ。「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に盛り込まれた、仕事と生活の調和やサービスの質の確保等の視点を踏まえ、保育所等の待機児童解消をはじめとする保育施策を質・量共に充実・強化し、推進するためのもの。特に最初の３年間を集中重点期間として取組みを進めるとしています。また、10年後の目標として、次の２点を挙げています。

①保育サービス（３歳未満児）の提供割合　38％（現行20％）

　〔利用児童数（０～５歳児）100万人増〕

②放課後児童クラブ（小学１年～３年）の提供割合　60％（現行19％）

　　　　〔登録児童数 145万人増〕
　■５つの安心プラン

平成20年７月29日、政府が社会保障の機能強化のための緊急対策として決定。次の５つの課題、「①高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会」「②健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会」「③未来を担う『子どもたち』を守り育てる社会」「④派遣やパートなどで働く者が将来に希望を持てる社会」「⑤厚生労働行政に対する信頼の回復」について、緊急に講ずべき対策と実施していく工程について検討しとりまとめたものです。このうち、「③未来を担う『子どもたち』を守り育てる社会」については、新待機児童ゼロ作戦の推進として、認定こども園の抜本的改革、保育サービスの提供手段の多様化等の保育サービス等の充実、家庭的保育（保育ママ）の制度化、育児不安を抱える家庭等すべての家庭への支援、兄弟姉妹のいる家庭等への支援、包括的な次世代育成支援の枠組みの構築、児童生徒の社会保障に関する理解を深めるための取組み、仕事と生活の調和の実現に関する施策・事業を挙げています。
　■次世代育成支援対策推進法の改正
平成20年12月３日に改正法が公布。行動計画の指針に基本的視点として新たに「仕事と生活の調和の実現の視点」が加えられたほか、一般事業主行動計画が従業員101人以上の企業は平成23年４月１日以降義務化されます。
　
■新青少年育成施策大綱

平成20年12月12日青少年育成推進本部決定。平成15年12月の「青少年育成施策大綱」の策定以降、少子化対策や食育及び自殺対策の分野における基本法の制定や施策の大綱・基本計画の策定、教育基本法等関係法律の改正や「教育振興基本計画」（平成20年７月閣議決定）の策定等一連の教育再生の取組み、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」の策定など、青少年の育成に深く関わる制度改正や新たな枠組みづくり等が行われたこと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」「児童福祉法」「児童虐待の防止等に関する法律」「少年法」等の改正や「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の制定などの動向、社会経済情勢の変化等を踏まえ見直したものです。
　　＜基本理念＞

　　　①青少年の立場を第一に考える

　　　②社会的な自立と他者との共生を目指して、青少年の健やかな成長を支援

　　　③青少年一人一人の状況に応じた支援を社会総がかりで実施

　　＜重点課題＞

　　　①健やかな成長の基礎形成のための取組み
　　　②豊かな人間性をはぐくみ、社会で生きる力と創造力を身につけていくための取組み
　　　③困難を抱える青少年の成長を支援するための取組み
　　　④青少年の日々の生活を支える環境整備のための取組み
　■育児・介護休業法（正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」）
「育児休業法」は、仕事と育児の両立を支援するため、平成４年に施行されましたが、30人以下の事業所は適用外となっていました。１歳未満の子どもを養育する勤労者は、男女を問わず休業できる。男性の場合、配偶者が専業主婦の場合や産後休業中である場合も、少なくとも産後８週間までは育児休業を取得でき、育児休業取得を理由とした解雇や不利な取り扱いなどは禁止されています。休業期間中の賃金保障はありませんが、平成７年４月より雇用保険から休業前賃金の25％、平成13年１月から40％相当が支給されています。また休業期間中の社会保険料は免除されました。
平成７年の法改正で全事業所に適用となり、介護休業も追加され、「育児・介護休業法」となり、平成11年から施行されました。平成14年には、小学校就業前の子どもの病気のための看護休暇制度なども盛り込まれました。
平成21年６月に成立した「改正育児・介護休業法」では、父親の育児休業を促進するための「パパ・ママ育休プラス」制度が盛り込まれました。これは、勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、女性だけではなく男性も子育てができ、親子で過ごす時間を持つことのできる環境づくりが求められていますが、男性の育児休業の取得率が低く、子育てや家事に費やす時間も極めて低い水準にとどまっている状況を踏まえ、父母が共に育児休業をとる場合には、休業期間を２か月まで延長できるという法改正の愛称です。なお、父親が産後８週間以内に育児休業（パパ休暇）を取得した場合には、再度育児休業を取得できるようになったことや、専業主婦の夫（専業主夫の妻）を育児休業の対象外とする労使協定が廃止となり、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できるようになりました。
　■子ども・若者育成支援推進法

平成21年７月１日成立、７月８日公布。有害情報の氾濫等、子どもや若者をめぐる環境の悪化、ニート、ひきこもり、不登校、発達障がい等の精神疾患など子どもや若者の抱える問題の深刻化、従来の個別分野における縦割り的な対応では限界があることなどを背景に、教育、福祉、雇用等各関連分野における施策の総合的推進や、ニート等困難を抱える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進を図ることを目的にしています。この法律を踏まえ国は「子ども・若者育成支援推進大綱」を作成しなければならず、地方自治体は子ども・若者計画の作成が努力義務となっています。
　■子ども・子育てビジョン
平成22年１月29日閣議決定。少子化社会対策基本法（平成15年）第７条の規定に基づ　く「大綱」として定められたもの。
基本的考え方は、「１　社会全体で子育てを支える」「２　「希望」がかなえられる」の２点で、前者は「子どもを大切にする」「ライフサイクル全体を通じて社会的に支える」「地域のネットワークで支える」とし、後者は「生活、仕事、子育てを総合的に支える」「格差や貧困を解決する」「持続可能で活力ある経済社会が実現する」としています。

また、３つの大切な姿勢として、「１　生命（いのち）と育ちを大切にする」「２　困っている声に応える」「３　生活（くらし）を支える」を掲げています。

さらに、数値目標について、平成26年度を目途に、22項目、40の指標を設定しています。そのうち、全市町村を目標あるいは実施をめざすものとしては、「乳児家庭全戸訪問事業」「養育支援訪問事業」の２事業です。
３　用語の説明

【ＮＰＯ】33・53・86・93頁
ＮＰＯは、non profit organization の略で、民間非営利組織などと訳され、医療・福祉、環境、文化・芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、男女共同参画など多様な分野における自主的・自発的な社会活動を行っています。平成10年３月に成立した「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」は、法人格を取得し、社会的信用を高めることを目的としてＮＰＯを支援・育成していくためのもので、宗教や政治活動を主な目的としないという前提で、公益のために活動することをＮＰＯ法人の要件としています。
【大阪府福祉のまちづくり条例】89頁
大阪府では、平成４年10月に大阪府福祉のまちづくり条例を独自に制定し、平成４年３月に大阪府建築基準法施行条例を改正し制定した大阪府建築基準法施行条例(福祉関係規定とともに、すべての人が自らの意思で自由に移動でき、社会に参加できる福祉のまちづくりを進めてきました。心のかよったまちづくりのために、府民、事業者、行政が一体となって進めていくことをうたい、不特定かつ多数の人が利用する建築物、道路、公園、駐車場（これらを「都市施設」といいます。）を対象に、整備の基準を定めています。整備基準に適合するように整備・改善された都市施設には「適合証」を交付しています。

平成12年５月には、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」が制定され、新設する旅客施設等に対するバリアフリー化が義務付けられました。

また、平成14年７月には、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、いわゆる「ハートビル法」が改正され、新設する大規模な建築物に対するバリアフリー化が義務付けられました。
これらの２つの法律が対象とする施設や基準は、大阪府福祉のまちづくり条例が対象とする施設や基準と、まだ隔たりがあるものであったため、大阪府ではこれらの法律と並行して、条例による基準や手続きを一部重複もしながら運用してきました。

こうした中、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「バリアフリー法」が平成18年６月に制定され、それまでの「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」が統合されるとともに、新たに、路外駐車場や都市公園、道路が対象とされ、建築物の基準も充実されました。

そこで、大阪府では、バリアフリー法に基づく条例を定めて建築物に関する適用対象や基準をバリアフリー法の規定に追加してまとめ、効果的かつわかりやすい制度とするために、大阪府福祉のまちづくり条例の改正を行い、重複する大阪府建築基準法施行条例(福祉関係規定)は廃止しようと考え、平成20年12月から平成21年１月にかけて府民の意見を募集するなど、検討を行っています。

【家庭的保育（保育ママ）】2・91頁
家庭的保育者の居宅等で主に３歳未満の少人数の乳幼児を対象に小規模に行われる保育のこと。
【キャリア教育】76頁
子どもたちが生きる力を身につけ、それぞれが直面する様々な課題に柔軟にかつたくましく対応し、社会人として自立できるようにするための教育活動のこと。中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部会において、平成20年12月24日の文部科学大臣からの諮問「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」を受け、平成21年度にかけて審議が行われました。
【合計特殊出生率】1・2頁
女性の年齢別出生率を15～49歳にわたって合計した数値で、代表的な出生力の指標です。その値は、女性がその年齢別出生率にしたがって子どもを生んだ場合、生涯に生む平均の子ども数に相当します。
【コーホート変化率法】59頁
コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことをいいます。コーホート変化率法は、人口の将来推計に用いられる手法の一種で、ある年齢集団の数（男女１歳階級別人口　例：平成21年の３歳の男子数）と前年の相当する年齢集団の数（例：平成20年の２歳の男子数）の比率を用いて、次年の年齢集団の数（平成22年の３歳の男子数）を推計する方法です。変化率は単年度ではなく数年間の平均を求めて使用することが多く、新たに生まれる子ども（０歳児）については15～49歳の女性の５歳階級別出生率（合計特殊出生率）を用いて計算します。
【子育て短期支援事業（トワイライトステイ事業、ショートステイ事業）】34・39・71・91頁
保護者の疾病などにより家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等、児童福祉施設において一定期間養育・保護を行います。トワイライトステイ事業は、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合やその他の緊急の場合に預かります。

【子育ち】3・56・83頁
子ども自身が自ら育つことを指すとともに、子どもの発達段階において児童健全育成の分野を指す表現としても用いられます。
【子育てのバリアフリー化】33頁
妊産婦等が安心して利用できるように配慮した生活空間のあり方のこと。車いすやベビーカーでも通ることができるように、道路や廊下の幅を広げたり、段差を解消したり、授乳できるスペースを整備したりすることをいいます。
【子ども110番の家】90頁
子どもたちがトラブルに巻き込まれそうになったとき、助けを求めることができるように、地域の協力家庭が「こども１１０番の家」の旗等を掲げ、子どもを保護することにより、子どもたちを犯罪から守り、被害を最小限に止めようとするものです。
【コミュニケーション能力】56・73頁
自分の伝えたい内容を相手の反応から言葉を選びつつ正確に受け取られるように工夫して発信することのできる力と、相手から発せられた表現を正確に受取るとともに、その奥にある思いや考えを解釈し、反応しながら受け取ることのできる力のこと。

【仕事と生活の調和】または【ワーク・ライフ・バランス】2・28・29・54・56・69・70・71・93頁
老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態をいいます。この実現は、働き方の見直しなどにより、多様な選択が可能な社会をつくり、働く方一人ひとりが意欲を持って働きながら豊かさを実感して暮らせるようになることです。これは少子化対策や労働市場改革にとどまらず、人々の生き方、ひいては社会の在り方に関わる重要な課題です。 

【少子化、少子高齢化】1・2・4・57・69・74・75・81頁
　　出生率の低下や、平均寿命の伸びが原因で、人口に占める子どもの割合が減り、同時に高齢者の割合が増えることをいいます。「高齢化社会」（高齢化率が７％以上の社会）や「高齢社会」（高齢化率が14％以上の社会）の定義とは異なり、「少子化社会」の定義には、具体的な数値上の基準はありません。平成4年度国民生活白書では、合計特殊出生率が人口置き換え水準をはるかに下まわり、かつ、子どもの数が高齢者人口（65歳以上人口）よりも少なくなった社会を、「少子社会」と呼びました。わが国では平成９年に子どもの数が高齢者人口よりも少なくなったので、この年以降、少子社会となったことになります。そして、21世紀では、少子化の一方で高齢化が進展する「少子高齢社会」を迎えています。
【食育】35・38・60・61・63・74頁
子どもの心と身体の健康を増進し、豊かな人間性と健全な食生活をめざすとともに、すべての人の生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすため、「食」に対する考え方を育て、「その選択を手助け」することを目的に行います。
【スキル】51頁
手腕。技量。また、訓練によって得られる、特殊な技能や技術のこと。


【男女共同参画社会】41・57・72頁
平成11年６月に成立・施行された「男女共同参画社会基本法」では、第２条で、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を負うべき社会」としています。
【ドメスティック・バイオレンス】79頁
一般的には、夫婦や恋人など親密な関係にある、またはあった男女間において、男性から女性への暴力という意味で使われています。単に殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、威嚇や無視、行動の制限などの心理的な苦痛を与えることの精神的暴力、望まない性的な行為の強要などの性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的に圧迫する行為も含まれます。


【ニート】2・13・56・73・75・76頁
Ｎot  in Ｅmployment Ｅducation or Ｔraining の略。職に就いておらず、学校等の教育機関に所属せず、就労に向けた具体的な活動をしていない15～34歳の未婚の人をいいます。平成17年以降の労働経済白書では、学籍はあるが、実際は学校へ行っていない人及び既婚者で家事をしていない人が追加されました。
【認定こども園】2・18・19頁
幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けることができます。
　①就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能（保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能）

　②地域における子育て支援を行う機能（すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能）

【発達障がい】2・53・62・86・87頁
ＡＤＤ（ＡＤＨＤ）：注意欠陥障がい（注意欠陥・多動性障がい）、ＬＤ：学習障がい、アスペルガー症候群・高機能自閉症などを発達障がいといいます。ＡＤＤ（ＡＤＨＤ）は不注意と多動（衝動）性の症状が主な発達障がいで、ＬＤは読む、話す、書く、聞く、計算するなどを正確にできにくいなど、学習能力に問題がある障がいです。アスペルガー症候群・高機能自閉症は、知的には遅れはないが自閉症と共通する症状が認められ、自分の興味のあることだけを一方的に話すなど、コミュニケーションの問題が見受けられます。
【ひきこもり】2・56・64・73・75頁
厚生労働省国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰部によると、ひきこもりとは「様々な要因によって社会的な参加の場面がせばまり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態」と定義しています。これはなにも特別な現象ではなく、何らかの理由で、周囲の環境に適応できにくくなった時に、「ひきこもる」ということがありえるのです。このような「ひきこもり」の中には、生物学的な要因が強く関与していて、適応に困難を感じ「ひきこもり」をはじめたという見方をすると理解しやすい状態もありますし、逆に環境の側に強いストレスがあって、「ひきこもり」という状態におちいっている、と考えた方が理解しやすい状態もあります。つまり、「ひきこもり」とは、病名ではなく、ましてや単一の疾患ではありません。また、「いじめのせい」「家族関係のせい」「病気のせい」と一つの原因で「ひきこもり」が生じるわけでもありません。生物学的要因、心理的要因、社会的要因などが、様々に絡み合って、「ひきこもり」という現象を生むのです。ひきこもることによって、強いストレスをさけ、仮の安定を得ている、しかし同時に、そこからの離脱もむずかしくなっている、「ひきこもり」は、そのような特徴のある、多様性を持ったメンタルヘルス（精神的健康）に関する問題ということができるとしています。
【フィルタリング】77頁
インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別し、選択的に排除する機能のこと。


【ユニバーサルデザイン】88頁
年齢、性別、障がいの有無にかかわらず、すべての人が利用可能なように、常により良いものに改良していこうという考え方で、バリアフリーの考え方をさらに進めたもの。施設や設備などにとどまらず、誰もが生活しやすいような社会システムを含めて広く用いられることもあります。

【ライフステージ】53・86頁
人生の段階区分のこと。幼少年期、青年期、壮年期、高齢期などをいいます。また、母子保健では思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期などともいい、各期の区分は様々です。
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